
６ 経済安全保障に関する取組

外国投資家による投資等に関する相談･情報提供窓口の設
置や、関係府省庁と連携した経済安全保障セミナーを実施して
います。
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概要 取組の成果

関係機関との連携を通じた経済安全保障に関する取組の推進

経済安全保障を担当する各省庁の地方機関、地方公共団体の担当者を一同に集めた「経済安全保障実
務担当者連絡会」を開催。関係機関と連携し、合同での企業訪問や経済安全保障セミナーを開催。

⃝ 近畿財務局管内における経済安全保障に携わる各機関との関
係強化を目的として、近畿財務局がハブとなり、大阪税関、近
畿経済産業局、近畿公安調査局、大阪府警察本部、それぞ
れの経済安全保障業務の担当者が一同に会する実務担当者
連絡会を主催。

⃝ 関係強化の結果、近畿財務局と他機関(近畿経済産業局、近
畿公安調査局、大阪府警察本部)が連携して、合同での企業
訪問を実施。

⃝ また、連携の一環として、近畿財務局主催の金融機関向け「経
済安全保障セミナー」へ経済産業省から講師が登壇。セミナーの
模様が金融業界誌で報道されたほか、参加者から「経済安全
保障が求められる要因や金融機関に求めることなど、非常に参
考になった」と好意的な意見が寄せられ、セミナー開催を通じて
国の経済安全保障に係る政策の理解・促進に寄与。
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近畿財務局

⃝ 各機関の取組状況や今後の活動方針などの情報をそれぞれで
共有することで、マルチの関係強化につながり、近畿管内の経済
安全保障の取組の充実に寄与。

【第1回の模様 (令和7年8月28日)】 【第2回の模様 (令和7年12月24日)】 【当局主催セミナーの模様】


